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年度計画の概要
（令和８年度版）

神奈川県立病院機構

令和８年３月



中期目標、中期計画及び年度計画の関係
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年度計画は、中期目標達成を目指した中期計画を実施するための単年度計画です

第四期中期目標 ５年間で病院機構が達成すべき業務運営に関する目標

指示

R7

(知事)

R7年度
年度計画

R8年度
年度計画

R9年度
年度計画

R10年度
年度計画

R11年度
年度計画

第四期中期計画 中期目標を達成するための５年間の事業計画

中期計画で定めた事項を実施するための単年度計画

R11



あり方検討会との関係
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R8.4 R8.?

あり方検討会 神奈川県

報告

第四期中期目標 第四期中期目標改

第四期中期計画 第四期中期計画改

R８年度 年度計画 R８年度 年度計画改

検討

今回は現時点での中期目標・中期計画に合わせて作成し、
中期目標が改定された時点で第四期中期計画、R8年度年度計画を改定します

県立病院機能のあり方検討会からの報告を受け、令和８年度中に中期目標が改定される可能性があります



第四期中期計画の重点項目
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⑥

医療ＤＸ

⑤

災害・
感染症対応!

④

施設管理
感染管理

①

機能の多様化、
病院間連携の
強化、人材育成

②

患者・家族
目線の医療、
医療安全♥

③

経営改善

ガバナンスの強化

以降、上記重点項目の達成に向けた主な取組に絞って、５年間の各年度の取組を記載する



主な取組①
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機能の多様化、病院間連携の強化、人材育成

機能の多様化 病院間連携の強化 人材育成

計画記載箇所
第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 高度医療の提供 (1) 機能の多様化と病院間連携
の強化 ア 機能の多様化

計画記載箇所
第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 高度医療の提供 (1) 機能の多様化と病院間連携
の強化 イ 病院間連携の強化

計画記載箇所
第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する目標を達成するためとるべき措置
１ 高度医療の提供 (2) 人材の確保と育成 イ 人材の
育成

病院を越えて放射線読影や
病理診断が出来るシステムの構築

少子高齢化の中の多様な医療需要に
応える新たな病院機能の実装

質の高い人材の育成のための、
職種別の育成計画の整備等

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

足柄上病院における訪問看護部門の
設置、運用

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

遠隔診断システムによる
２病院間の遠隔診断の実施

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

医師派遣に係る連携・協力大学の
拡大

人材育成プログラムの策定及び試行

専門看護師等に係る看護師養成計画
の策定

訪問診療 オンライン診療

併存疾患対応 合併症対応

生活福祉支援 未設診療領域

少子高齢化の進展
画像等

診断

今後必要とされる新たな
病院機能の検討に必要な
情報の収集、分析及び対応

病院間の遠隔診断件数の拡大

機構内の画像診断及び病理診断等の
遠隔システムによる連携に向けた体制整備



主な取組②
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患者・家族目線の医療、医療安全

外部調査委員会の提言の実行 患者・家族目線の医療の提供

計画記載箇所
第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置
３ 患者や家族、地域から信頼される質の高い医療 （１）患者・家族目線に立った
医療の提供 ア 患者の権利確保

計画記載箇所
第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置
３ 患者や家族、地域から信頼される質の高い医療（１）患者・家族目線に立った
医療の提供 イ 患者・家族目線に立った支援

♥

神奈川県立病院機構医療安全推進体制に係る外部調査
委員会による「42の提言」アクションプランの誠実な実行

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

インフォームド・コンセント委員会の未設置病院への設置と、
外部のみで構成される監査委員会による監査に向けた準備

患者の権利確保委員会（仮称）の設置

患者・市民参画制度の導入と、インシデント報告目標の達成

全ての病院における、円滑な入退院調整のための
PFM（入院から退院まで一貫して患者を支援する体制）の整備

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

こども医療センターにおける入院サポートセンターの開設と、
精神医療センターにおける入退院支援部門の設置

一つの窓口による退院支援患者

診療
栄養
指導

退院先
調整

各種
検査 等

2024.2.29
「42の提言」

2024.7.4
「42の提言」アクションプラン

多職種連携によるPFMの整備及びより効率的なPFMへの
改善の検討

対象疾患や対応診療科、参加職種の拡大を通じた
PFM対象患者の増加

外部委員のみで構成される神奈川県立病院機構医療安全
監査委員会による患者安全監査の実施



主な取組③
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経営改善

即時の経営分析と改善実行 病院機能の検討

計画記載箇所
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
３ 収益の確保及び費用の節減
（１） 経営改善

計画記載箇所
第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置
４ 各病院の主な機能と今後の取組

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

管理会計としての月次・四半期実績を用いた経営改善と、
現行業務に沿った運営費負担金の考え方の整理

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

少子高齢化の更なる進展等に伴う医療ニーズの変化等に対応
するための、病院の再編や適正な病床規模への変更に向けた検討

検討結果を受けた、病院・病床の適正化

管理会計を用いた経営分析によるPDCA型の経営改善と、
政策的医療等への運営費負担金の適切な充当

地域の医療ニーズの変化に対応するための、
需要に合わせた病院の機能や規模の検討・変更

機能A

機能B

機能A

機能B

機能A

機能B

月次・
四半期実績

分析 議論・承認
経営改善
実施

政策的医療等への運営費負担金の適切な充当と、

効果的な経営改善による赤字幅の縮小
絶えず変化する将来予測を踏まえた、柔軟な検討と対応の継続



主な取組④
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施設管理・感染管理

感染管理・予防

計画記載箇所
第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置
３ 患者や家族、地域から信頼される質の高い医療
（３） 医療安全対策の推進 イ 院内の感染管理

計画記載箇所
第10 その他業務運営に関する重要事項
２ 施設管理及び施設整備・修繕に係る計画の検討

施設管理

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

各病院の施設整備・修繕の着実な実施 R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

標準的な予防策の徹底
院内感染に関するマニュアルの充実及び改善

患者・家族が安心して利用するための保守点検と、
適切なタイミングでの施設修繕

院内の感染症の予防と、院内での感染症発生時に
適切な対応が出来る体制の維持・改善

日常的な保守点検 適時適切な施設修繕

緊急度の高い施設を優先した計画的な整備・修繕

施設整備を着実に行うための体制の検討



主な取組⑤
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災害・感染症対応!

災害発生時の医療提供

計画記載箇所
第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置
２ 災害・感染症医療提供体制の充実・強化
（１） 災害医療の提供

感染症発生時の医療提供

計画記載箇所
第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置
２ 災害・感染症医療提供体制の充実・強化
（２） 感染症医療の提供

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

大規模災害を想定した訓練の強化と
BCP(事業継続計画)の継続的な見直し及び課題の整理

７日分の食料・水・医薬品等の備蓄完了

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

神奈川県感染症予防計画に基づいた個人防護具の備蓄や、
国や県等の実施する研修や訓練への参加等

災害発生時に神奈川県の医療救護活動の拠点機能を
担うための、訓練や備蓄の徹底

神奈川県との医療措置協定による迅速な対応に向けた、
新興・再興感染症発生時を見据えた準備や訓練の徹底

７日間分 少人数での事業継続
令和6年3月に
県と協定締結

BCP(事業継続計画)の継続的な見直し及び
課題の整理



主な取組⑥

9

医療ＤＸ

推進体制の構築

計画記載箇所
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
するためとるべき措置
２ 業務運営の改善及び効率化～医療ＤＸの推進～
（１）医療DXの推進体制の構築

システムの有機的な統合 共同診療体制等の構築

計画記載箇所
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
するためとるべき措置
２ 業務運営の改善及び効率化～医療ＤＸの推進～
（２）医療DXの具体の推進内容

計画記載箇所
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
するためとるべき措置
２ 業務運営の改善及び効率化～医療ＤＸの推進～
（２）医療DXの具体の推進内容

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

各病院への情報システム部門設置
情報資格取得制度開始

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

医療情報プラットフォームの構築、運用

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

R11年度

足柄上病院におけるオンライン診療の
環境の整備及び試行

遠隔診断システムによる
２病院間の遠隔診断の実施（再掲）

各病院のシステムを統合する
医療情報プラットフォームの構築

医療DXを病院で浸透させるための、
各病院の部門設置や人材確保

オンライン診療や遠隔診断システム等、
場所を越えた医療提供が出来る体制の構築

医療情報プラットフォーム

DX
部門

医療情報プラットフォームの利用に
向けた各病院内での議論

機構内での議論の推進

病院内のシステム利用推進

病院間の取組状況共有

資格取得者数の増加

医療情報プラットフォームの改善、
機能追加

病院間の遠隔診断件数の拡大

機構内の画像診断及び病理診断等の
遠隔システムによる連携に向けた体制整備


